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審査公報掲載文原稿用紙

受付年月日 年 月 日

一

歯

鰯
孟
．園

－
１
６
●
，
勺
Ⅱ

略
屋

兵
庫
県
神
戸
市
に
生
室
れ
、
東
京
極
大
田
区
、
小
平

市
等
で
過
ご
す
。
麻
布
高
等
学
校
、
東
京
大
学
法
学

記
を
卒
藁
。

昭
和
五
七
年
四
月
検
亭
に
任
命
。

以
後
、
東
京
、
字
毎
宮
、
福
岡
．
名
古
屋
の
各
地
検
．

憂
好
地
検
上
田
支
部
等
に
勉
湾
す
る
ほ
か
、
法
濁
省

刑
事
局
刑
事
法
制
疎
長
、
怯
蘭
省
大
臣
官
閲
審
餓
官

辱
を
務
め
る
。
．
。
．

平
成
二
一
年
七
月
那
固
地
検
検
事
正
そ
の
後
、
最
高
検
検
事

二
二
年
一
二
月
法
覇
省
燭
正
局
長

二
五
年
一
月
最
高
検
弦
嘱
指
導
郁
長
そ
の
後
、
岡
公
判
鄙
受

二
七
雫
一
二
月
札
幌
庵
検
検
事
長

二
九
年
四
月
大
阪
商
検
検
事
長

三
０
年
二
月
最
商
裁
判
所
判
事

丑
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
鍾
判

一
令
和
元
年
九
月
一
三
日
第
二
小
法
廷
判
決

陳
早
湾
に
お
け
る
禰
受
堤
防
の
排
水
門
の
閲
蚊
を
命
じ
た
硬
定
判
決
膣

対
す
る
図
の
繭
求
異
醸
に
つ
い
て
、
飼
鉾
時
の
共
同
箪
寮
機
に
係
る
鯖
求

相
の
洞
域
の
み
で
は
異
鼠
事
由
に
な
ら
な
い
と
し
て
．
瓜
将
決
を
破
棄
し

て
運
し
戻
し
た
（
全
貝
一
致
）
。

二
令
和
二
年
二
月
二
八
日
鋪
二
小
按
廷
判
淡
・

ト
ラ
プ
ク
運
転
手
が
．
会
社
の
食
務
中
に
起
こ
し
た
交
通
事
故
に
よ
り

輸
三
考
に
損
害
駐
加
え
、
こ
れ
を
賠
償
し
た
事
察
侭
お
い
て
．
相
自
と
Ｅ

め
ら
れ
ろ
釦
に
つ
跡
て
、
・
会
社
に
対
し
て
求
償
す
る
こ
と
が
で
み
る
と
し

て
．
風
判
快
を
破
癖
し
て
塾
し
風
し
た
（
全
貝
一
致
、
補
足
家
兄
付
加
）
．

三
令
和
二
年
二
月
一
八
日
大
法
延
判
決

愚
大
鮫
整
三
・
０
０
倍
の
お
践
院
（
遭
挙
区
遮
出
）
■
員
の
鯉
貝
定
歓

配
分
鍾
定
に
つ
い
て
、
合
憲
状
顕
・
合
憲
と
し
た
多
紋
庫
見
に
対
し
、
投

票
衝
憧
の
不
均
衡
は
違
竃
状
懇
に
あ
っ
た
と
す
る
宣
見
を
付
し
た
．

四
令
和
三
年
二
月
二
四
日
大
法
廷
判
決

市
が
管
理
す
る
都
市
公
困
内
に
孔
子
等
を
配
っ
た
施
皎
を
所
有
す
る
法

人
に
対
し
、
そ
の
敷
地
の
使
用
料
を
全
頓
免
除
し
た
市
長
の
行
為
は
．
壷

怯
二
０
条
三
項
に
違
反
す
る
と
し
た
（
多
敵
軍
見
）
．

五
令
和
三
年
四
月
二
六
日
鮪
二
小
法
廷
判
挟

纂
団
予
防
棲
租
等
に
よ
っ
て
Ｂ
型
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
に
酪
袋
し
て
発
庄
し

た
優
性
肝
炎
の
餌
肝
化
後
の
再
発
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
、
そ
の
再
発
の

卸
が
餓
斥
期
田
の
起
算
点
に
な
る
と
し
て
、
厘
判
機
を
破
褒
し
て
差
し
戻

し
た
（
食
貝
一
致
、
蚊
判
長
、
栂
足
愈
見
付
加
）
。

六
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大
法
廷
決
定

夫
陶
同
氏
鯛
を
採
用
す
る
民
法
等
の
規
定
を
合
宝
と
し
て
抗
告
を
棄
却

し
た
多
数
定
見
に
対
し
、
法
が
夫
蝿
別
氏
の
選
択
肢
を
陵
け
て
い
な
い
こ

と
は
透
法
二
四
条
に
違
反
す
る
と
の
章
見
を
付
し
た
。

裁
判
官
と
し
て
の
心
楓
え

司
法
は
．
圏
民
の
主
櫨
に
由
来
し
、
そ
の
個
顔
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。

吟
代
と
と
も
に
、
社
会
の
在
り
方
等
が
変
化
す
る
中
で
、
織
々
な
閃
皿
や
困

画
も
生
じ
て
お
り
、
怯
の
文
屋
と
個
人
の
柑
利
利
益
の
紋
済
と
い
う
、
司
法

が
担
う
責
任
の
亙
さ
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。
－
２
つ
の
願
件
に
つ
い
て
、

賞
実
に
．
事
実
を
見
定
め
．
公
平
で
公
正
な
判
断
を
目
扮
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
．
高
い
魂
の
上
か
ら
見
下
あ
す
と
い
う
姿
努
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
看
の
立
岨
や
思
い
を
理
解
し
、
そ
の
主
擾
に
十
分
耳
を
傾

け
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
切
を
こ
と
と
考
え
て
い
き
す
。
そ
し
て
、
自
ら

の
良
心
侭
同
い
か
け
な
が
ら
、
広
い
視
野
の
下
に
．
多
角
的
な
検
肘
と
顔
い

詞
寮
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
今
後
と
も
研
佃
を
遮
れ
た
い
と
思
い

ま
す
。

最
高
歎
判
所
判
事

・
み
う
ら
、
玄
も
る

三
浦
守

團
和
三
一
年
－
０
月
二
三
日
生

_L
’

一

裁判官三浦守
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